
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題※

※は実質化された人・農地プランと同程度の項目です。以下同じ。

（２）　地域における農業の将来の在り方※

２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要
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（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）
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注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してくださ
い。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

【築地集落】当集落では、後継者がいる農家が10戸以上いる。
【吉井集落】当集落では、10年後には今の50歳代が主流となり、そうした場合、4～5名の耕作者になる。
【久鹿・町内集落】当集落では、一番若い世代が30歳代で、父親が経営している経営体も多く、次世代の後継者
はいるが、その先の後継者が残るか不安である。
【二子集落】今後の営農を考えると畜産農家の飼料作物の生産は、土地利用型の一助を担うと思われるが、こ
の集落には中小規模の畜産農家はいるが、大規模な畜産農家がいないのが課題である。
【黒田集落】当集落では、40歳代～50歳代の経営体が5軒くらいしかいないため今後の当集落の農地を隣接して
いる地域から入作でお願いしなければならなくなる状況である。
【永才集落】当集落では、畜産業を営む農家が多いので家畜市場の移転状況により、今後経営の継続状況に変
化があると思う。無理な増頭は行わないので自家消費の飼料作物生産面積も頭打ちである。
【下乙集落】当集落では、若い後継者がいる経営体が5軒ほどあるため、10年後くらいまでは集落内の農地は問
題なく耕作できる。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積

免田地区

（築地、吉井、久鹿・町内（八幡・大正・本町）、二子、黒田、永才、下乙）

協議の結果を取りまとめた年月日
令和6年12月10日（農業委員会）

令和6年12月18日（総合農政協議会）

576.3

576.3

（うち保全・管理等が行われる区域の農用地等面積）【任意記載事項】

　免田地区においては現在143経営体が営農を行い、畜産農家数も32件と多い状態である。令和5年度に実施し
たアンケートで規模縮小すると回答された農家と80歳以上の農家の減少が見込まれる耕地面積は29.5haで、当
該地域内での規模拡大を希望される耕地面積41.1haを下回っているため、農地中間管理機構を活用しながら適
正な担い手に農地を集積していく。

区域内の農用地等面積

　農振農用地区域内の農地を農業上の利用が行われる区域とする。山間部周辺等において担い手による継続
し
た営農が困難な区域については、保全・管理を行う区域として検討していく。

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。



３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

　受託組織による除草やドローンによる防除等、省力化しながら地域内の健全な農地保全、農業用施設の管理
を行っていく。

⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等

①鳥獣被害防止対策※ ②有機・減農薬・減肥料 ③スマート農業 ④輸出

⑧農業用施設 ⑨その他

⑤果樹等

【選択した上記の取組方針】

（２）農地中間管理機構の活用方針※

　目標地図により適正な担い手を検討し、規模拡大を希望する農家に集約を行っていく。
　下乙集落を中心に隣接する錦町や上地区からの入作も多いため地理的条件の良い農地については町外や上
地区の経営体も含め集約を行っていく。また、築地地区を中心に隣接する岡原地区において借り手の意向が多
いため免田地区、岡原地区の経営体で広域的な集約を行う。

　貸借の見込まれる農地について積極的に農地中間管理機構に貸し付け、担い手の経営意向や目標地図によ
る適正な担い手を検討し段階的に集約化を進める。

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業体等への農作業委託の活用方針

　地域内で農作業の効率化を図るためアグリトラストサービスや農業支援センターへ作業委託をおこない遊休農
地の発生防止を図る。

　兼業農家においても継続して耕作を行う農家については優良な担い手ととらえ、市町村やＪＡと連携し支援を行
う。また、農業支援センターや受託組織の充実を図り、生産支援をおこなう。

（１）農用地の集積、集約化の方針※

　概ね基盤整備は完了しているが今後、担い手のニーズを踏まえ、農用地の大区画化を検討していく。

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針※

（３）基盤整備事業への取組方針※


